
その他

①法人
②成年被後
見人又は被
保佐人

③社会福祉
法等の規定
に違反して
刑に処せら
れ、その執
行を終わり、
又は執行を
うけることが
なくなるまで
の者

④禁固刑以
上の刑に処
せられ、その
執行を終わ
り、又は執行
を受けること
がなくなるま
での者

⑤所轄庁の
解散命令に
より解散を
命ぜられた
社会福祉法
人の解散当
時の理事及
び監事

①当該法人
の理事

②当該法人
の監事

③当該法人
の職員

①評議員の
配偶者

②評議員の
3親等以内
の親族

③規則で定
める特殊の
関係がある
者

①各理事及
び各監事の
配偶者

②各理事及
び各監事の
3親等以内
の親族

③規則で定
める特殊の
関係がある
者

暴力団員
等の反社
会的勢力
者

1 95 T12.1.15 丹緑会　理事長 有 ○ 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 該当 非該当 非該当 H29.6.26 ～ 平成30年度会計年度定時評議員終結まで

2 70 S22.10.31 医師 有 ○ 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 該当 非該当 非該当 H29.6.26 ～ 平成30年度会計年度定時評議員終結まで

3 86 S6.5.1 元小山市シルバー人材センター理事長 無 ○ 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 H29.6.26 ～ 平成30年度会計年度定時評議員終結まで

4 73 S19.9.12 元栗林荘施設長 無 ○ 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 H29.6.26 ～ 平成30年度会計年度定時評議員終結まで

5 71 S21.10.30 栗林荘施設長 無 ○ 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 H29.6.26 ～ 平成30年度会計年度定時評議員終結まで

6 44 S48.5.17 丹緑会　統括施設長 無 ○ 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 H29.6.26 ～ 平成30年度会計年度定時評議員終結まで

1 74 S19.2.11 株式会社　顧問 無 ○ 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 H29.6.26 ～ 平成30年度会計年度定時評議員終結まで

2 70 S22.6.2 社会福祉法人　理事長 無 ○ 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 H29.6.26 ～ 平成30年度会計年度定時評議員終結まで

社会福祉法人丹緑会役員一覧

役 員 年齢
生年月
日

職歴（公職を含む）
親族等特殊
関係人の有無

社会福祉事
業の経営に
関する識見を
有 す る 者

社会福祉法
人が行う事業
の区域にお
ける福祉に
関する実情
に通じている

者

平成30年4月1日

管 理 者

社会福祉事
業について
識見を有する

者

財務管理に
ついて識見を
有 す る 者

法令上役員になれない者 委 嘱 期 間

社会福祉法第40条第1項各号の欠格事由 兼職禁止 各評議員についての特殊関係者
各理事及び各監事についての特殊

関係者

理事 山 中 幸 子

理事 山 中 桓 夫

理事 岸 俊 夫

理事 山 中 和 夫

理事 中 田 孝

理事 篠 崎 一 弘

監事 野 崎 一 彦

監事 山 中 匀


